
ｔ‾ニ＿＿こ」

第3国　横浜市会議会のあり方調査会議題

平成16年8月6日（金）10時30分

市会1階小会議室

1　インターネット中継の実施形態、実施方法、・実施時期等の検討について

2　指定管理者制度移管後の議会審査方法等の検討について

資料2

3　その他

資料3

◎　次回日程　　8月24日（火）15時から　（場所）市会1階小会議室
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インターネット議会中継の実施等に向けて

Ｈ１６．８．６第３回調査会資料１

１インターネット中経実施の必要性

（１）インターネットの普及状況

平成１５年度横浜市市民意識調査によれば、本市のインターネット世帯普及率

は、６３．３％で、前年比で３．３ポイントの増加となっており、インターネッ

ト個人利用率は、４５．８％で、前年比で２．４ポイントの増加となっています。

このように、本市においては、情報アクセスの手段としてインターネットを活

用する市民は増加しており、広報等の手段としてインターネットを活用する環境

が整備されてきていると言えます。

（２）議会のインターネット中経状況

政令指定都市１３議会中５議会、都道府県議会４７議会中２８の喜義会、計３３

の議会で、インタ⊥ネット中経を実施又は本年度中に実施予定となっています。

また、神奈川県下では、神奈川県議会、川崎市議会、横須賀市議会が、本会議

のインターネット中継を実施又は本年度中に実施予定となっています。

（３）インターネット中継実施のメリット

上記（１）のように、本市におけるインターネットの普及率は６０％を超え

ており、議会のインターネット中継が実施されれば、多＜の市民にとって、自宅

等で容易に本会議等の視聴が可能と｛ｌ｝なるため、市民が議会審議を視聴する機会を

拡充する手段として有効であると考えられます。
また、議会力＼ら市民に身近な議会を広報する手段としても、インターネット

を活用とすることは有効と替えられます。

２インターネット中継実施に向けての整理事項

（１）インターネット中継の放映対象について

①本会議．

②予算・決算特別委員会等

（２）インターネット中継の放映方法等について

ア放映形態をどうするか。

①生中継

②ｒ録画中継

′③生中継＋録画中継



イ会期中の会議の放映

①全部を放映

②一部を放映

ウ１日の会議の放映

①全部を放映

②一部を放映

エテロップの挿入

①入れる。

②入れない。

（３）その他

実施時期等

（参考）インターネット中継に伴う検討課題

項 甲 検 討 課 題

本会議の審議方法等の

あり方

／
インターネット中継の実施を踏まえ、市矧 こよりわ

かりやす＜、かつ喜義会の関心を高めてい＜上でも、本

会議の運営方法等について、必要な検討を行う。
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○インターネット中継実施の各都市の状況

※インターネット中継を実施中（又は本年度実施予定）の２８都道府県＋５政令指定都市（計３３都市）の状況

トインターネット中継の放映対象

－・．項 目－／＿二∴
・■車重 展 埠勧示教

二‾■‾－‾キ 、、二、－・壷・∴∴ 二‾－‾‾

ム左■二乗‾由■．ムー

① 本会議 ２１

ニ斗 十本琴革て警早卒中放映対象 －

１▼‾－′
．章一‾・’■一穴∵・‾１’ニか

② 本会議＋予決特 ． １２

Ⅱインターネット中継の放映状況等

１－もーＬ一丁整 ※ 窯 項 目一章 ．＿＿内容 、 ∴琴 碑 都 高 教

ン‾：く．

① 生 中継 ＋ 録 画 ・－＼２７

圭 牒 映 形恕 、＿－ ② 生 中継 の み ８

．ノ
③ 録 画 の み ３

′．・二二．ヰ■ニ∴幸 顛 中 め 筆 意義の 放 映 埠 現 ∴

① 会 議 の 全 部 ３３．

② 会 議 の′一 部 ０

、ム 主 女祓 涙 こ

① １日 の会 議 を全 部放 映 ３３

、＿３■－・「早 の犀 議 の卿 準 ニー・
② １日の 会 議 を一部 放 映 ０

・＼‾て４＿・－．テ ロップの‾表 示

① 有 り １８

② 無 し 、 １５



二指定管理者制度移管後の議会審査のあり方について

１三措定管理

ノぐ†ノ
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平成１５年９月の改正地方自治法の施行により「公の施設」の管理運営について、管理委託制度から指定管理者制度

に変更となりました。これにより民間事業者も含めた幅広い団体に委託することが可能となりました。本市においては、

平成１８年９月１日までに管理委託をしているすべての公の施設（約４７０施設）について、指定管理者制度に移行す

ることとなっています。なお、公の施設は、約７５０施設（公園と市営住宅を除く。）あります。

管理委託制度（従来）と指定管理者制度との遠い

管理委託制度 指定管理者制度

《改正前》 《改正後》

管理運営主体 （Ｄ公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定、①民間事業者を含む幅広い団体 （個人は除く。■）

②相手方を条例で規定 － ②議会の議決を得て指定

権限と業務の ①施設の設置者たる地方公共団体との契約に基 ①施設の管理に関する権限を指定管理者た委任して

範囲 ．づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行 行わせるものであり、施設の使用許可も行うこと

う。 ができる・。

②施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公 ②設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行

兵団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は′ わず、設置者としての責任を果たす立場から必要

委託できない。 ・に応じて指示等を行う二

条例で規定す ①変託の条件、朋手方等を魂定 ①＝旨定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理

る内容 の基準及び業務の範囲を規定

契約の形態 ①変託契約 ①協定

・■‾ｒ．寧，．滴睦 が関与する事畢㍉

項 目－ 議会の＿関与の内容 ・′－ノ

①公の施設の設置及びその管理に関する事項

②指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の

基準及び業務の範囲その他必要な事項

条例案の議決 条例案ゐ審査

③指定管理者の指定 議会の議決 指定管理者の指定・更新（概ね３～５年ごと）

④指定管理者に係る予算、決算 議傘の議決、 予算・決算案の審査‘ろ

４ヾ今後の読会の対応における間鹿点

議会においても、指定管理者の指定を議決した立場から、指定管理者の管理状況について、把握することが必要と考

えられますが、現状では、次のような問題点があります。

■■‾‘ニニ１＿＝■－－■■・・・・・・・・－■－■■ｌ■■－－■ｌ■●■－１１１■－∵こ肌■ｌｌ■■■■■●－■二＿■■■ｌｌｌｌ■■－■■ｌ■＝＝＝＝■■■■ｌ■－■ｌ■■ｌ■■－－二ｉ∵＝－■－■■■－－■－■■■＿＋■■ｌ■＝＿＿；《讐荒豊、指定管理者の事業執行について、議会への報告等が制度化されていない。「．…

Ｌ＿彗聖聖互選」望智聖堂攣彗聖堂Ｅ聖二三選哲皇位盥悪性萱蔓空室堂蟄盥望ゝ＿＿…＿」
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‡法制度上、指定管理者の事業執行について、指定管理者から直接にその状況を聴取する制度がない。‡

｛ｌ《問題点２》ｌ

｝ｔ紬えば、願市が上記３の②、③のようなこと
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